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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　三次元直交座標系の３つの軸の各軸毎の加速度を示す加速度信号の各々が入力される入
力部と、
　前記３つの軸のうちから選択される異なる２つの軸を含む複数の軸の各々を、所定の順
序で指定軸として設定し、前記入力部に入力された各軸の加速度信号に基づいて検出され
る運動の方向が、設定された各指定軸の方向であると判定した場合に運動検出信号を出力
し、前記入力部に入力された各軸の加速度信号に基づいて検出される運動の方向が、設定
された指定軸の方向であると判定した場合に指定軸検出情報を生成して記憶し、前記入力
部に入力された各軸の加速度信号に基づいて検出される運動の方向が設定された指定軸の
方向とは異なる方向であることを検出した場合には、前記指定軸検出情報を消去し、指定
軸の設定を最初に戻す運動検出部と、
　を含む運動検出装置。
【請求項２】
　前記運動検出部は、各軸の加速度信号が、正側について設定された第１の閾値および負
側について設定された第２の閾値の双方に達したことを検出したときに当該軸の方向の運
動が行われたことを検出する請求項１に記載の運動検出装置。
【請求項３】
　三次元直交座標系の３つの軸の各軸毎の加速度を示す加速度信号の各々が入力される入
力部と、
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　前記３つの軸のうちから選択される異なる２つの軸を含む複数の軸の各々を、所定の順
序で指定軸として設定し、前記入力部に入力された各軸の加速度信号に基づいて検出され
る運動の方向が、設定された各指定軸の方向であると判定した場合に運動検出信号を出力
し、各軸の加速度信号が、正側について設定された第１の閾値および負側について設定さ
れた第２の閾値の双方に達したことを検出したときに当該軸の方向の運動が行われたこと
を検出し、前記指定軸の加速度信号が前記第１の閾値および前記第２の閾値のいずれか一
方を超えてから他方を超えるまでの期間内に、指定軸以外の軸の方向の運動を検出した場
合には、当該指定軸以外の軸の運動の検出を無効とする運動検出部と、
　を含む運動検出装置。
【請求項４】
　三次元直交座標系の３つの軸の各軸毎の加速度を示す加速度信号の各々が入力される入
力部と、
　前記３つの軸のうちから選択される異なる２つの軸を含む複数の軸の各々を、所定の順
序で指定軸として設定し、前記入力部に入力された各軸の加速度信号に基づいて検出され
る運動の方向が、設定された各指定軸の方向であると判定した場合に運動検出信号を出力
する運動検出部と、
　を含み、
　前記入力部には物体が近接したことを示す近接検出信号がさらに入力され、
　前記運動検出部は、前記近接検出信号に基づいて物体の近接を検出した場合には、前記
運動検出信号を出力しない
　運動検出装置。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の運動検出装置と、
　前記加速度信号の各々を前記入力部に入力する加速度センサと、
　前記運動検出信号に応じて所定の動作を行う制御部と、
　を含む携帯端末装置。
【請求項６】
　三次元直交座標系の３つの軸のうちから選択される複数の軸の各々を、所定の順序で指
定軸として設定し、
　受信した前記３つの軸の各軸毎の加速度を示す加速度信号に基づいて検出される運動の
方向が、設定された各指定軸の方向であると判定した場合に運動検出信号を出力し、
　受信した各軸の加速度信号に基づいて検出される運動の方向が、設定された指定軸の方
向であると判定した場合に指定軸検出情報を生成して記憶し、
　受信した各軸の加速度信号に基づいて検出される運動の方向が設定された指定軸の方向
とは異なる方向であることを検出した場合には、前記指定軸検出情報を消去し、指定軸の
設定を最初に戻す
　運動検出方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、運動検出装置、携帯端末装置および運動検出方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　加速度センサから出力される加速度信号に基づいて運動を認識する運動検出装置を備え
た携帯電話やスマートフォン等の携帯端末装置が提案されている（例えば特許文献１およ
び特許文献２参照）。このような運動検出装置では、歩行時や階段昇降時等に生じる振動
をユーザ操作による意図された運動として判定してしまうおそれがある。
【０００３】
　特許文献２に記載の運動検出装置は、三軸加速度センサから出力された加速度成分デー
タの各々を、ローパスフィルタ処理して得られた静止成分と、加速度成分データの各々か



(3) JP 6286247 B2 2018.2.28

10

20

30

40

50

ら静止成分の各々を除いた動き成分とに分離する。この運動検出装置は、静止成分が最大
となる軸を重力軸と判定し、最大の値を示す動き成分に対応する軸が、重力軸以外の軸で
ある場合に、最大の値を示す動き成分に基づいて、いずれの軸方向に運動したかを検出す
る。この運動検出装置によれば、歩行時、ランニング時等に生じやすい重力方向の意図し
ない振動による誤判定を低減することが可能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特表２０１２－５２９２５３号公報
【特許文献２】特開２０１２－９８２５４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献２に記載の装置では、重力軸以外の軸の方向の運動のみが検出
対象となるので、重力方向の運動を検出することができない。
【０００６】
　本発明は、上記した点に鑑みてなされたものであり、重力軸を含む三次元直交座標系の
各軸について運動検出が可能であり且つ歩行時や階段昇降時に生じる単調な運動を、ユー
ザ操作による意図された運動として判定させないようにすることができる運動検出装置、
携帯端末装置および運動検出方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る運動検出装置は、三次元直交座標系の３つの軸の各軸毎の加速度を示す加
速度信号の各々が入力される入力部と、前記３つの軸のうちから選択される異なる２つの
軸を含む複数の軸の各々を、所定の順序で指定軸として設定し、前記入力部に入力された
各軸の加速度信号に基づいて検出される運動の方向が、設定された各指定軸の方向である
と判定した場合に運動検出信号を出力し、前記入力部に入力された各軸の加速度信号に基
づいて検出される運動の方向が、設定された指定軸の方向であると判定した場合に指定軸
検出情報を生成して記憶し、前記入力部に入力された各軸の加速度信号に基づいて検出さ
れる運動の方向が設定された指定軸の方向とは異なる方向であることを検出した場合には
、前記指定軸検出情報を消去し、指定軸の設定を最初に戻す運動検出部と、を含む。
【０００８】
　本発明に係る携帯端末装置は、上記の運動検出装置と、前記加速度信号の各々を前記入
力部に入力する加速度センサと、前記運動検出信号に応じて所定の動作を行う制御部と、
を含む。
【０００９】
　本発明に係る運動検出方法は、三次元直交座標系の３つの軸のうちから選択される複数
の軸の各々を、所定の順序で指定軸として設定し、受信した前記３つの軸の各軸毎の加速
度を示す加速度信号に基づいて検出される運動の方向が、設定された各指定軸の方向であ
ると判定した場合に運動検出信号を出力し、受信した各軸の加速度信号に基づいて検出さ
れる運動の方向が、設定された指定軸の方向であると判定した場合に指定軸検出情報を生
成して記憶し、受信した各軸の加速度信号に基づいて検出される運動の方向が設定された
指定軸の方向とは異なる方向であることを検出した場合には、前記指定軸検出情報を消去
し、指定軸の設定を最初に戻すことを含む。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、重力軸を含む三次元直交座標系の各軸について運動検出が可能であり
且つ歩行時や階段昇降時に生じる単調な運動を、ユーザ操作による意図された運動として
判定させないようにすることができる。
【図面の簡単な説明】
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【００１１】
【図１】本発明の実施形態に係る運動検出装置の構成を示すブロック図である。
【図２】各軸毎の加速度信号の一例を示す図である。
【図３】本発明の実施形態に係る運動検出処理の流れを示すフローチャートである。
【図４】本発明の実施形態に係る順序情報の内容の一例を示す図である。
【図５】（Ａ）および（Ｂ）は、本発明の実施形態に係る運動検出装置の動作の一例を示
す図である。
【図６】斜め方向のシェイキングが行われた場合の加速度信号の一例を示す図である。
【図７】本発明の実施形態に係る運動検出処理の内容を説明するための図である。
【図８】本発明の実施形態に係る運動検出処理の流れを示すフローチャートである。
【図９】本発明の実施形態に係る運動検出装置の構成を示すブロック図である。
【図１０】本発明の実施形態に係る携帯端末装置の上面図である。
【図１１】本発明の実施形態に係る携帯端末装置の構成を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照しつつ説明する。なお、各図面において同
一または対応する構成要素には同一の参照符号を付与している。
【００１３】
［第１の実施形態］
　図１は、本発明の実施形態に係る運動検出装置１０の構成を示すブロック図である。図
１０には、運動検出装置１０とともに使用される加速度センサ２０も示されている。
【００１４】
　加速度センサ２０は、３次元直交座標系におけるＸ軸、Ｙ軸およびＺ軸の各軸の方向に
生じた加速度を検出して検出した加速度の大きさに応じた加速度信号を軸毎に出力する。
すなわち、加速度センサ２０は、Ｘ軸の加速度の大きさを示す加速度信号ＳａＸ、Ｙ軸の
加速度を示す加速度信号ＳａＹ、Ｚ軸の加速度を示す加速度信号ＳａＺを出力する。加速
度センサ２０は、Ｘ軸、Ｙ軸およびＺ軸の加速度を単一のデバイスで検出する３軸加速度
センサであってもよい。また、加速度センサ２０は、軸毎に異なるデバイスで構成されて
いてもよい。
【００１５】
　運動検出装置１０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１１、ＲＡＭ（Random Acce
ss Memory）１２、ＲＯＭ（Read Only Memory）１３、入出力ポート（Ｉ／Ｏポート）１
４はおよびこれらを相互に接続するバス１５を含むマイクロコンピュータである。また、
運動検出装置１０は、半導体基板上に上記の構成要素が搭載された半導体装置の形態を有
する。
【００１６】
　ＣＰＵ１１は、運動検出装置１０の全体の制御を司る。ＲＯＭ１３は、ＣＰＵ１１によ
って実行される後述する運動検出プログラム１６および後述する指定軸の設定順序を示す
順序情報１７を記憶した記憶媒体である。ＲＡＭ１２は、ＣＰＵ１１における演算処理に
使用するデータや命令等を一時的に格納するワークエリアを提供する記憶媒体である。加
速度センサ２０から出力される各軸毎の加速度信号ＳａＸ、Ｓａｙ、およびＳａＺは、入
出力ポート１４を介してＣＰＵ１１に供給される。またＣＰＵ１１が運動検出プログラム
１６を実行することによって生成される後述する運動検出信号Ｓｄは、入出力ポート１４
を介して外部に出力される。
【００１７】
　図２は、加速度センサ２０から出力されたＸ軸、Ｙ軸およびＺ軸の加速度信号ＳａＸ、
ＳａＹおよびＳａＺの一例を示す図である。図２において、横軸は時間であり、縦軸は加
速度である。図２は、加速度センサ２０にＹ軸方向に沿った１往復の運動を生じさせた場
合の例である。このように、外部から力を加えて加速度センサ２０に運動（加速度）を生
じさせることを「シェイキング」と称する。例えば、加速度センサ２０をＹ軸に沿った１
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往復のシェイキングを行うと、加速度センサ２０は、図２に示すように、上側（正側）お
よび下側（負側）にピークを有する加速度信号ＳａＹを出力する。また、この場合、Ｚ軸
およびＸ軸についての加速度信号ＳａＸおよびＳａＺは略ゼロレベルとなる。加速度信号
のゼロレベルは、加速度センサ２０に運動（加速度）が生じていないことを示し、加速度
信号の正負は、当該軸に沿った加速度の向きを示す。
【００１８】
　運動検出装置１０は、所定期間内に各軸の加速度信号ＳａＸ、Ｓａｙ、およびＳａＺに
ついて設定された正側および負側の閾値の双方を当該加速度信号が超えた場合に当該軸方
向に沿った運動（シェイキング）が行われたものと判定する。例えば、図２に示す例では
、Ｙ軸の加速度信号ＳａＹは、正側について設定された第１の閾値ＴＹ１を超え、その後
、負側について設定された第２の閾値ＴＹ２を超えているので、運動検出装置１０は、Ｙ
軸方向の運動（シェイキング）が行われたものと判定する。なお、負側について設定され
た閾値を超えるとは、負の方向の加速度の絶対値が負側について設定された閾値よりも大
きくなることを意味する。
【００１９】
　運動検出装置１０は、運動検出プログラム１６を実行することにより、以下のようにし
て運動検出を行う。すなわち、運動検出装置１０は、予め定められている順序情報１７に
基づいて３軸のうちから選択される複数の軸の各々を、所定の順序で指定軸として設定す
る。運動検出装置１０は、加速度センサ２０から供給される各軸の加速度信号ＳａＸ、Ｓ

ａｙ、およびＳａＺに基づいて検出される運動の方向が、設定された指定軸の各々に沿っ
た方向であると判定した場合に運動検出信号Ｓｄを出力する。つまり、運動検出装置１０
は、順次切り替わる指定軸の方向に沿った運動（シェイキング）が、全ての指定軸につい
て行われたことを検出した場合に運動検出信号Ｓｄを出力する。
【００２０】
　図３は、運動検出装置１０のＣＰＵ１１がＲＯＭ１３に記憶された運動検出プログラム
１６を実行することにより実施される本発明の第１の実施形態に係る運動検出処理の流れ
を示すフローチャートである。
【００２１】
　ステップＳ１１において、ＣＰＵ１１は、ＲＯＭ１３に記憶された指定軸の設定順序を
示す順序情報１７を読み込む。指定軸は３軸のうちの少なくとも２つの軸を含む。順序情
報１７は、３軸のうちから選択される複数の指定軸の設定順序を示す情報である。図４は
、順序情報１７の内容の一例を示す図である。図４に示す例では、１番目にＸ軸を指定軸
とし、２番目にＹ軸を指定軸とし、３番目にＺ軸を指定軸とし、４番目にＸ軸を指定軸と
して設定することが示されている。
【００２２】
　ステップＳ１２において、ＣＰＵ１１は、順序情報１７に基づいて、Ｘ軸、Ｙ軸および
Ｚ軸のうち、１番目の指定軸を設定する。また本ステップＳ１２において、ＣＰＵ１１は
、全て軸について加速度検出信号が第１の閾値または第２の閾値を超えたことを示す閾値
検出情報を消去する。すなわち、ステップＳ１２は、リセット処理に相当する。
【００２３】
　ステップＳ１３において、ＣＰＵ１１は、Ｘ軸、Ｙ軸およびＺ軸の各々の加速度信号Ｓ

ａＸ、Ｓａｙ、およびＳａＺを加速度センサ２０から取得する。
【００２４】
　ステップＳ１４において、ＣＰＵ１１は、ステップＳ１３の処理を開始してからの時間
が、所定のタイムアウト時間に到達したか否かを判定する。ＣＰＵ１１は、タイムアウト
時間にはまだ到達していないと判定した場合には、処理をステップＳ１５に移行し、タイ
ムアウト時間を超えたと判定した場合には、処理をステップＳ１２に戻す。
【００２５】
　ステップＳ１５において、ＣＰＵ１１は、いずれかの軸の加速度が、正側について設定
された第１の閾値または負側について設定された第２の閾値のいずれか一方を超えたか否
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かを判定する。ＣＰＵ１１は、いずれかの軸の加速度が、いずれか一方の閾値を超えたと
判定した場合には、閾値検出情報を生成してＲＡＭ１２に記憶して処理をステップＳ１６
に移行する。一方、ＣＰＵ１１は、いずれかの軸の加速度が、第１の閾値または第２の閾
値のいずれも超えていないと判定した場合には、処理をステップＳ１３に戻す。
【００２６】
　ステップＳ１６において、ＣＰＵ１１は、ステップＳ１５において第１の閾値および第
２の閾値のいずれか一方の閾値を超えたと判定された加速度の軸と同じ軸の加速度が、第
１の閾値および第２の閾値のうちの他方の閾値を超えたか否かを判定する。例えば、ＣＰ
Ｕ１１は、ステップＳ１５においてＸ軸の加速度が、正側について設定された第１の閾値
ＴＸ１を超えたと判定した場合には、ステップＳ１６において、Ｘ軸の加速度が負側につ
いて設定された第２の閾値ＴＸ２を超えたか否かを判定する。ＣＰＵ１１は、当該軸の加
速度が、当該閾値を超えたと判定した場合には、閾値検出情報をＲＡＭ１２に記憶して処
理をステップＳ１７に移行する。一方、ＣＰＵ１１は、当該軸の加速度が、当該閾値を超
えたと判定しない場合には、処理をステップＳ１３に戻す。
【００２７】
　ステップＳ１７において、ＣＰＵ１１は、現在設定されている指定軸の方向の運動（シ
ェイキング）を検出したか否かを判定する。すなわち、ＣＰＵ１１は、ステップＳ１５お
よびＳ１６において第１の閾値および第２の閾値を超えたと判定された加速度の軸が指定
軸である場合に指定軸方向の運動（シェイキング）を検出したと判定する。例えば、Ｘ軸
が指定軸として設定されている場合において、ＣＰＵ１１は、ステップＳ１５においてＸ
軸の加速度が第１の閾値ＴＸ１を超えたことを検出し、ステップＳ１６においてＸ軸の加
速度が第２の閾値ＴＸ２を超えたことを検出した場合には、ステップＳ１７において指定
軸方向の運動（シェイキング）を検出したと判定する。
【００２８】
　ＣＰＵ１１は、ステップＳ１７において、現在設定されている指定軸の方向の運動（シ
ェイキング）を検出したと判定した場合には処理をステップＳ１８に移行する。一方、Ｃ
ＰＵ１１は、現在設定されている指定軸の方向に沿った運動（シェイキング）を検出しな
い場合（ステップＳ１５およびＳ１６において第１の閾値および第２の閾値を超えたと判
定した加速度の軸が、指定軸以外の軸である場合）には、処理をステップＳ２１に移行す
る。例えば、Ｘ軸が指定軸として設定されている場合において、Ｙ軸方向の運動（シェイ
キング）を検出した場合には、ステップＳ１７において否定判定がなされて処理はステッ
プＳ２１に移行される。
【００２９】
　ステップＳ１８において、ＣＰＵ１１は、現在設定されている指定軸の方向の運動（シ
ェイキング）を検出したことを示す指定軸検出情報を生成し、これをＲＡＭ１２に記憶す
るとともに、全て軸について、加速度検出信号が第１の閾値または第２の閾値を超えたこ
とを示す閾値検出情報を消去する。
【００３０】
　ステップＳ１９において、ＣＰＵ１１は、全ての指定軸について、指定軸方向の運動（
シェイキング）を検出したか否かを判定する。ＣＰＵ１１は、全ての指定軸について指定
軸方向の運動（シェイキング）を検出したと判定した場合には処理をステップＳ２０に移
行し、全ての指定軸について指定軸方向の運動（シェイキング）を検出したと判定しない
場合には処理をステップＳ２２に移行する。
【００３１】
　ステップＳ２０において、ＣＰＵ１１は、組み合わせシェイキングが成立したものとし
て、運動検出信号Ｓｄを生成し、これを入出力ポート１４から出力して本ルーチンを終了
させる。組み合わせシェイキングとは、全ての指定軸について指定軸方向の運動（シェイ
キング）を行うことをいう。
【００３２】
　ステップＳ１７において否定判定がなされた場合に移行されるステップＳ２１において
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、ＣＰＵ１１は、ＲＡＭ１２に記憶されている全ての指定軸検出情報を消去して処理をス
テップＳ１２に移行する。すなわち、現在設定されている指定軸の方向とは異なる軸の方
向の運動を検出した場合には、これまでに検出された指定軸方向の運動は全て検出されな
かったものとされ、初期状態に戻される。
【００３３】
　ステップＳ１９において否定判定がなされた場合に移行されるステップＳ２２において
、ＣＰＵ１１は、次の指定軸を設定して処理をステップＳ１３に戻す。
【００３４】
　図５（Ａ）および図５（Ｂ）は、上記した運動検出処理（図３参照）を行う運動検出装
置１０の動作の一例を示す図であり、指定軸の設定順序が、Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸、Ｘ軸の順
とされている場合の動作例である。ＲＯＭ１３には、上記の指定軸の設定順序（Ｘ軸、Ｙ
軸、Ｚ軸、Ｘ軸）を示す順序情報１７が記憶されておりＣＰＵ１１によって読み込まれる
（ステップＳ１１）。
【００３５】
　運動検出装置１０は、図５（Ａ）に示すように、１番目にＸ軸を指定軸に設定する（ス
テップＳ１２）。運動検出装置１０は、Ｘ軸が指定軸に設定されているときにＸ軸方向の
運動（シェイキング）を検出すると（ステップＳ１７肯定判定）、２番目の指定軸として
Ｙ軸を設定する（ステップＳ２２）。運動検出装置１０は、Ｙ軸が指定軸に設定されてい
るときにＹ軸方向の運動（シェイキング）を検出すると（ステップＳ１７肯定判定）、３
番目の指定軸としてＺ軸を設定する（ステップＳ２２）。運動検出装置１０は、Ｚ軸が指
定軸に設定されているときにＺ軸方向の運動（シェイキング）を検出すると（ステップＳ
１７肯定判定）、４番目の指定軸としてＸ軸を指定軸に設定する（ステップＳ２２）。運
動検出装置１０は、４番目の指定軸としてＸ軸が設定されているときにＸ軸方向の運動（
シェイキング）を検出すると（ステップＳ１９肯定判定）、組み合わせシェイキングが成
立したものとして運動検出信号Ｓｄを出力する（ステップＳ２０）。すなわち、Ｘ軸、Ｙ
軸、Ｚ軸、Ｘ軸の順にシェイキングが行われた場合に運動検出信号Ｓｄが出力される。
【００３６】
　また、運動検出装置１０は、図５（Ｂ）に示すように、１番目にＸ軸を指定軸に設定す
る（ステップＳ１２）。運動検出装置１０は、Ｘ軸が指定軸に設定されているときにＸ軸
方向の運動（シェイキング）を検出すると（ステップＳ１７肯定判定）、２番目の指定軸
としてＹ軸を設定する（ステップＳ２２）。運動検出装置１０は、Ｙ軸が指定軸に設定さ
れているときに指定軸とは異なるＺ軸の方向の運動（シェイキング）を検出すると（ステ
ップＳ１７否定判定）、組み合わせシェイキングが失敗したものと判定し、先に検出され
た指定軸（Ｘ軸）方向の運動は検出されなかったものとし（ステップＳ２１）、指定軸の
設定を１番目に戻す（ステップＳ１２）。
【００３７】
　以上のように、本発明の実施形態に係る運動検出装置１０は、三次元直交座標系の３つ
の軸の各軸毎の加速度を示す加速度信号を入力し、３つの軸のうちから選択される複数の
軸を、所定の順序で指定軸として設定する。運動検出装置１０は、入力された各軸の加速
度信号に基づいて検出される運動の方向が、設定された指定軸の各々に沿った方向である
と判定した場合に運動検出信号Ｓｄを出力する。
【００３８】
　すなわち、本発明の実施形態に係る運動検出装置１０においては、全ての指定軸につい
て指定軸方向の運動（シェイキング）を行う組み合わせシェイキングが成立した場合に運
動検出信号Ｓｄを出力する。このような態様によれば、重力軸を含む三次元直交座標系の
各軸について運動検出が可能である。また、複数の軸が指定軸として設定されるので、歩
行時や階段昇降時に生じる単調な運動を、ユーザ操作による意図された運動（シェイキン
グ）として判定させないようにすることができる。
【００３９】
［第２の実施形態］
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　例えば、ユーザがＸ軸方向のシェイキングを行ったつもりでも、実際には、Ｘ軸方向成
分およびＹ軸方向成分の双方を含む斜め方向のシェイキングが行われてしまうことがある
。図６は、加速度センサ２０に対してＸ軸方向成分およびＹ軸方向成分の双方を含む斜め
方向のシェイキングが行われた場合の加速度信号の一例を示す図である。このような斜め
方向のシェイキングが行われると、図６に示すように、Ｘ軸およびＹ軸の各々において、
上側（正側）および下側（負側）にピークを有する加速度信号ＳａＸ、ＳａＹが出力され
る。Ｘ軸方向成分およびＹ軸方向成分の双方を含む斜め方向のシェイキングが行われる場
合でも、加速度信号の振幅および位相は、Ｘ軸とＹ軸とで互いに異なるものとなる。図６
に示す例では、Ｙ軸の加速度信号ＳａＹの位相が、Ｘ軸の加速度信号ＳａＸの位相よりも
僅かに進んでいる場合が示されている。
【００４０】
　図６に示す斜め方向のシェイキングが行われた場合には、運動検出装置１０は、時刻ｔ

１にＹ軸方向の運動（シェイキング）を検出し、その後、時刻ｔ２にＸ軸方向の運動（シ
ェイキング）を検出する。すなわち、図６に示す斜め方向のシェイキングが行われると、
Ｙ軸方向の運動（シェイキング）が先行して検出されてしまうので、例えば、Ｘ軸が指定
軸に設定されている場合には、指定軸以外の軸の方向の運動が検出されたものと判定され
、組み合わせシェイキングが成立しない。従って、ユーザは、組み合わせシェイキングを
最初からやり直す必要がある。このように、第１の実施形態に係る運動検出装置１０によ
れば、ユーザは、指定軸の方向に沿って正確にシェイキングを行うことを要する。第２の
実施形態に係る運動検出装置１０は、斜め方向のシェイキングが行われた場合でも、組み
合わせシェイキングが成立可能となる点において第１の実施形態と異なる。
【００４１】
　図７は、本発明の第２の実施形態に係る運動検出装置１０における運動検出処理の内容
を説明するための図である。なお、Ｘ軸が指定軸として設定されているものとする。
【００４２】
　第２の実施形態に係る運動検出装置１０は、指定軸の加速度信号が第１の閾値および第
２の閾値のうちのいずれか一方を超えてから他方を越えるまでの期間を、指定軸以外の軸
の方向の運動（シェイキング）の検出が無効となる検出無効期間とする。図７に示す例で
は、指定軸であるＸ軸の加速度信号ＳａＸが第１の閾値ＴＸ１を超えた時刻ｔ３から第２
の閾値ＴＸ２を超えた時刻ｔ４までの期間が、検出無効期間とされる。図７に示す例では
、指定軸であるＸ軸の方向の運動（シェイキング）が検出される前に、Ｙ軸の加速度信号
ＳａＹが、第２の閾値ＴＹ２を超えており、Ｙ軸方向の運動（シェイキング）がＸ軸方向
の運動（シェイキング）に先行して検出されることとなる。しかしながら、Ｙ軸方向の運
動（シェイキング）が検出されるタイミングは、検出無効期間内であるので、Ｙ軸方向の
運動（シェイキング）は、検出されなかったものとして扱われる。本実施形態では、Ｙ軸
方向の運動（シェイキング）の検出を無効とするべく、Ｙ軸の加速度信号ＳａＹが第１の
閾値ＴＹ１および第２の閾値ＴＹ２を超えたことを示す閾値検出情報がＲＡＭ１２から消
去される。このように、斜め方向のシェイキングが行われた場合には、指定軸以外の軸の
方向の運動の検出情報を消去することにより、斜め方向のシェイキングが行われた場合で
も組み合わせシェイキングを成立させることが可能となる。
【００４３】
　なお、図６および図７においては、Ｙ軸の加速度信号ＳａＹの位相が、指定軸であるＸ
軸の加速度信号ＳａＸの位相よりも僅かに進んでいる場合を例示したが、逆の場合もある
。すなわち、斜め方向のシェイキングが行われた場合に、指定軸であるＸ軸の方向の運動
が先に検出され、その後、Ｙ軸方向の運動が検出される場合もある。この場合については
、上記した運動検出処理（図３参照）によれば、指定軸方向の運動が検出された場合には
（ステップＳ１７肯定判定）、全ての軸の閾値検出情報が消去されるので（ステップＳ１
８）、後に検出されたＹ軸方向の運動は無効とされるので問題はない。
【００４４】
　図８は、ＣＰＵ１１がＲＯＭ１３に記憶された運動検出プログラム１６を実行すること
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により実施される、本発明の第２の実施形態に係る運動検出処理の流れを示すフローチャ
ートである。図８に示す運動検出処理におけるステップＳ１１～Ｓ２０およびＳ２２の処
理は、図３に示す第１の実施形態に係る運動検出処理におけるステップＳ１１～Ｓ２０お
よびＳ２２の処理と同様であるので、重複する説明は省略する。
【００４５】
　ＣＰＵ１１は、ステップＳ１７において、指定軸方向の運動を検出しない場合（指定軸
以外の軸の方向の運動を検出した場合）には、処理をステップＳ３１に移行する。ステッ
プＳ３１において、ＣＰＵ１１は、指定軸の加速度が第１の閾値および第２の閾値のうち
の一方を超えているか否かを判定する。すなわち、この判定により、上記した検出無効期
間内であるか否かが判定される。かかる判定は、ＲＡＭ１２に記憶された閾値検出情報に
基づいて行うことができる。ＣＰＵ１１は、指定軸の加速度が第１の閾値および第２の閾
値のうちの一方を超えていると判定した場合（すなわち、検出無効期間内であると判定し
た場合）には、処理をステップＳ３２に移行する。一方、ＣＰＵ１１は、指定軸の加速度
が第１の閾値および第２の閾値のうちのいずれも超えていないと判定した場合（すなわち
、検出無効期間内ではないと判定した場合）には、処理をステップＳ３３に移行する。
【００４６】
　ステップＳ３２において（すなわち、検出無効期間内であると判定した場合において）
、ＣＰＵ１１は、ステップＳ１５およびＳ１６において肯定判定がなされたことにより生
成された指定軸以外の軸の閾値検出情報を消去し、処理をステップＳ１３に戻す。この処
理により、指定軸以外の軸の方向の運動の検出が無効とされる。
【００４７】
　ステップＳ３３において（すなわち、検出無効期間内ではないと判定した場合において
）、ＣＰＵ１１は、ＲＡＭ１２に記憶されている全ての指定軸検出情報を消去して処理を
ステップＳ１２に移行する。すなわち、現在設定されている指定軸の方向とは異なる方向
の運動を検出し且つ指定軸の加速度が第１の閾値および第２の閾値のうちのいずれも超え
ていない場合には、これまでに検出された指定軸方向の運動は全て検出されなかったもの
とされ、初期状態に戻される。
【００４８】
　以上のように、本発明の第２の実施形態に係る運動検出装置１０によれば、図６に示す
ような斜め方向の運動（シェイキング）が行われた場合でも、指定軸以外の軸の方向の運
動の検出が無効とされる。従って、斜め方向の運動（シェイキング）が行われた場合でも
指定軸方向成分が含まれていれば、組み合わせシェイキングを成立させることができる。
すなわち、第２の実施形態に係る運動検出装置１０によれば、指定軸の方向に沿った正確
なシェイキングを行うことを要しないので、第１の実施形態と比較して操作性を向上させ
ることができる。
【００４９】
［第３の実施形態］
　図９は、第３の実施形態に係る運動検出装置１０の構成を示すブロック図である。第３
の実施形態に係る運動検出装置１０は、加速度センサ２０から出力される加速度信号に加
え、近接センサ２２から出力される近接検出信号Ｓｂが入出力ポート１４に入力される。
【００５０】
　近接センサは、様々な方式のものが知られているが、本実施形態に係る近接センサ２２
としては、赤外線型の近接センサを好適に用いることができる。近接センサ２２は、赤外
線を発する発光素子と、受信した光を電気信号に変換する受光素子とを含んで構成されて
いる。発光素子から出射された赤外線は物体に照射されると反射され、受光素子によって
受光され電力に変換される。近接センサ２２は、変換された電力が一定以上になると物体
が一定距離内に近づいたと判定し、近接検出信号Ｓｂを出力する。
【００５１】
　近接センサ２２を用いることにより、加速度センサ２０、近接センサ２２および運動検
出装置１０を搭載した電子機器（例えば、後述する携帯端末装置５０）が、鞄の中やポケ
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ットの中に入れられた状態であることを検出することができる。すなわち、近接センサ２
２から近接検出信号Ｓｂが出力されている場合には、ユーザが当該電子機器を手に持って
いる状態ではなく、このような場合には、ユーザが意図的なシェイキングを行うことはな
いものと想定される。第３の実施形態に係る運動検出装置１０は、上記した第１の実施形
態または第２の実施形態に係る運動検出処理を実施して、組み合わせシェイキングが成立
した場合には運動検出信号Ｓｄを出力するが、近接センサ２２から近接検出信号Ｓｂが出
力されている場合には、運動検出信号Ｓｄを出力しない。このように、近接検出信号Ｓｂ

が出力されている場合に、運動検出信号Ｓｄを出力しないようにすることで、ユーザが意
図しない運動による誤判定をより効果的に防止することができる。
【００５２】
［適用例］
　図１０は、上記した各実施形態に係る運動検出装置１０および加速度センサ２０を内蔵
した本発明の実施形態に係る携帯端末装置５０の上面図である。携帯端末装置５０は、携
帯電話やスマートフォンのような携帯通信端末装置であってもよい。
【００５３】
　携帯端末装置５０は、上面中央に表示画面５１が設けられている。加速度センサ２０（
図７において図示せず）は、Ｘ軸が表示画面５１の左右方向に対応し、Ｙ軸が表示画面５
１の上下方向に対応し、Ｚ軸が表示画面５１の前後方向に対応するように、携帯端末装置
５０の内部に搭載されている。
【００５４】
　図１１は、携帯端末装置５０の構成を示すブロック図である。携帯端末装置５０は、加
速度センサ２０、運動検出装置１０、メインコンピュータ３０およびアプリケーションソ
フトウェア４０を含んで構成されている。なお、上記した第３の実施形態のように、近接
センサ２２を適用することも可能である。
【００５５】
　メインコンピュータ３０は、携帯端末装置５０全体の制御を司るコンピュータであり、
図示しないＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭを含んで構成されている。メインコンピュータ３０は
、マイクロコンピュータにより構成される運動検出装置１０よりも回路規模の大きい半導
体集積回路によって構成されている。なお、メインコンピュータ３０は、本発明に係る携
帯端末装置の制御部に対応する。
【００５６】
　メインコンピュータ３０は、運動検出装置１０の入出力ポート１４に接続されており、
入出力ポート１４から出力される運動検出信号Ｓｄがメインコンピュータ３０に供給され
るようになっている。アプリケーションソフトウェア４０は、メインコンピュータ３０に
インストールされている。アプリケーションソフトウェア４０は、一例として、電子メー
ルを送受信および閲覧等するための機能を提供するものであってもよく、他の例として、
音声データを再生する機能を提供するものであってもよい。
【００５７】
　メインコンピュータ３０は、運動検出装置１０から運動検出信号Ｓｄを受信した場合に
、所定の動作を行う。一例として、メインコンピュータ３０は、運動検出装置１０から運
動検出信号Ｓｄを受信すると、アプリケーションソフトウェア４０を起動させてもよい。
他の例として、メインコンピュータ３０は、運動検出装置１０から運動検出信号Ｓｄを受
信すると、アプリケーションソフトウェア４０によって提供される機能を発揮させてもよ
い。例えば、アプリケーションソフトウェア４０が電子メールを送受信および閲覧等する
ための機能を提供するものである場合には、メインコンピュータ３０は、運動検出信号Ｓ

ｄに応じて電子メールの送信を行うようにしてもよい。
【００５８】
　このように、加速度センサ２０および運動検出装置１０を内蔵した本発明の実施形態に
係る携帯端末装置５０によれば、携帯端末装置５０をシェイキングによって操作すること
が可能となる。運動検出信号Ｓｄは、組み合わせシェイキングが成立した場合にのみ出力
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ことを防止することができる。
【００５９】
　ここで、運動検出装置１０によって実施される運動検出処理をメインコンピュータ３０
に行わせることとすると、メインコンピュータ３０は加速度センサ２０からの加速度信号
を常時監視することとなる。メインコンピュータ３０は、比較的回路規模の大きい半導体
集積回路で構成されており、常時動作させた場合には、消費電力が大きくなり、バッテリ
消費が増大する。本実施形態に係る携帯端末装置５０によれば、メインコンピュータ３０
よりも回路規模の小さいマイクロコンピュータで構成される運動検出装置１０が運動検出
処理を行うので、メインコンピュータ３０が運動検出処理を行う場合と比較して、消費電
力を低減することができる。
【００６０】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上記各実施形態の態様に限定さ
れるものではなく、種々の変更が可能である。上記の各実施形態においては、指定軸の設
定順序を示す順序情報１７をＲＯＭ１３に記憶する場合を例示したが、順序情報１７を適
宜書き換えることができるように構成してもよい。また、運動検出装置１０において、複
数の組み合わせシェイキングを規定し、各組み合わせシェイキングに対応した運動検出信
号Ｓｄを出力するように構成してもよい。例えば、運動検出装置１０は、第１の組み合わ
せシェイキングが成立した場合に第１の運動検出信号Ｓｄ１を出力し、第２の組み合わせ
シェイキングが成立した場合に第２の運動検出信号Ｓｄ２を出力してもよい。この場合に
おいて、携帯端末装置５０は、第１の運動検出信号Ｓｄ１に応じて第１の動作を行い、第
２の運動検出信号Ｓｄ２に応じて第２の動作を行ってもよい。また、運動検出装置１０は
、加速度センサ２０と一体的に構成されたモジュールの形態を有していてもよい。
【符号の説明】
【００６１】
１０　運動検出装置
１１　ＣＰＵ
１２　ＲＡＭ
１３　ＲＯＭ
１４　入出力ポート
１６　運動検出プログラム
１７　順序情報
２０　加速度センサ
２２　近接センサ
３０　メインコンピュータ
５０　携帯端末装置
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